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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 内 部 に 分 離 用 の 層 を 有 す る 試 料 を 処 理 す る 処 理 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 分 離 用 の 層 の 所 定 領 域 を 未 分 離 領 域 と し て 残 す よ う に し て 、 該 分 離 用 の 層 で 前 記 試
料 を 部 分 的 に 分 離 す る 分 離 機 構 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 分 離 機 構 は 、 前 記 分 離 用 の 層 に 向 け て 流 体 を 噴 射 す る 噴 射 部 を 有 し 、 流 体 に よ り 前
記 試 料 を 部 分 的 に 分 離 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 分 離 機 構 は 、 前 記 未 分 離 領 域 と し て 略 円 形 の 領 域 を 残 す よ う に し て 、 前 記 試 料 を 部
分 的 に 分 離 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 分 離 機 構 は 、 前 記 未 分 離 領 域 と し て 略 円 形 の 領 域 を 前 記 分 離 用 の 層 の 略 中 央 部 分 に
残 す よ う に し て 、 前 記 試 料 を 部 分 的 に 分 離 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 処 理 装
置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 分 離 機 構 は 、
　 前 記 分 離 用 の 層 に 直 交 す る 軸 を 中 心 と し て 前 記 試 料 を 回 転 さ せ る 駆 動 機 構 と 、
　 前 記 分 離 用 の 層 に 向 け て 流 体 を 噴 射 す る 噴 射 部 と 、
　 を 有 し 、 前 記 駆 動 機 構 に よ り 前 記 試 料 を 回 転 さ せ な が ら 該 試 料 の 部 分 的 な 分 離 処 理 を 実
行 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 未 分 離 領 域 は 、 前 記 分 離 用 の 層 が 分 離 さ れ る 領 域 よ り も 小 さ い こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 に 記 載 の 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 内 部 に 分 離 用 の 層 を 有 す る 試 料 を 処 理 す る 処 理 方 法 で あ っ て 、
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　 前 記 分 離 用 の 層 の 所 定 領 域 を 未 分 離 領 域 と し て 残 す よ う に し て 、 該 分 離 用 の 層 で 前 記 試
料 を 部 分 的 に 分 離 す る こ と を 特 徴 と す る 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 分 離 用 の 層 に 向 け て 流 体 を 噴 射 す る こ と に よ り 前 記 試 料 を 部 分 的 に 分 離 す る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 試 料 は 、 前 記 分 離 用 の 層 と し て 脆 弱 な 構 造 の 層 を 有 す る 板 状 部 材 で あ る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 に 記 載 の 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 未 分 離 領 域 と し て 略 円 形 の 領 域 を 残 す よ う に し て 、 前 記 試 料 を 部 分 的 に 分 離 す る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 未 分 離 領 域 と し て 略 円 形 の 領 域 を 前 記 分 離 用 の 層 の 略 中 央 部 分 に 残 す よ う に し て 、
前 記 試 料 を 部 分 的 に 分 離 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 未 分 離 領 域 は 、 前 記 分 離 用 の 層 が 分 離 さ れ る 領 域 よ り も 小 さ い こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 に 記 載 の 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 試 料 は 、 脆 弱 な 層 を 内 部 に 有 す る 第 １ の 板 状 部 材 と 、 第 ２ の 板 状 部 材 と を 貼 り 合 わ
せ て な る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 脆 弱 な 層 は 、 多 孔 質 層 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 第 １ の 板 状 部 材 は 、 半 導 体 基 板 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 処 理 方
法 。
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